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�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
３
号
）

　

�

令
和
２
年
度
日
高
市
武
蔵
高
萩

駅
北
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
そ

れ
ぞ
れ
９
千
256
万
３
千
円
を
追
加

し
、
補
正
後
の
総
額
を
、
そ
れ
ぞ

れ
８
億
８
千
548
万
２
千
円
と
し
、

ま
た
、
繰
越
明
許
費
の
追
加
及
び

金
額
の
変
更
を
し
、
さ
ら
に
、
既

定
の
地
方
債
の
限
度
額
の
変
更
を

し
た
い
と
い
う
も
の
で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
４
号
）

　

�

令
和
３
年
度
日
高
市
一
般
会
計

予
算

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
、
そ

れ
ぞ
れ
196
億
４
千
万
円
と
し
た
い

と
い
う
も
の
で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
５
号
）

　

�

令
和
３
年
度
日
高
市
国
民
健
康

保
険
特
別
会
計
予
算

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
、
そ

れ
ぞ
れ
62
億
３
千
480
万
６
千
円
と

し
た
い
と
い
う
も
の
で
す
。

�

（
賛
成
多
数
で
原
案
可
決
）

　

議
案
第
５
号　

反
対
討
論

　

本
予
算
案
は
、
予
定
し
て
い
た

保
険
税
引
き
上
げ
を
見
送
り
、
こ

の
税
率
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と

や
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
を
前

年
度
に
比
べ
て
増
額
し
て
い
る
こ

と
は
評
価
で
き
る
。

　

し
か
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
景
気
の

低
迷
、
高
齢
者
世
帯
で
の
年
金
支

給
額
の
実
質
的
な
削
減
に
よ
り
、

加
入
者
の
所
得
は
極
め
て
不
安
定

に
あ
る
中
で
、
埼
玉
県
の
国
保
運

営
方
針
が
示
す
県
国
保
財
政
の
歳

入
で
は
、
国
庫
支
出
金
が
占
め
る

割
合
を
令
和
３
年
度
に
微
増
と
し

て
い
る
が
、
依
然
と
し
て
不
十
分

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
国
民
健

康
保
険
の
安
定
的
な
運
営
の
た
め

に
は
、
抜
本
的
に
国
庫
支
出
金
を

増
や
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

低
所
得
者
へ
の
配
慮
は
あ
る
も

の
の
、
国
の
施
策
を
反
映
し
た
依

然
と
し
て
加
入
者
に
大
き
な
負
担

を
か
け
る
予
算
で
あ
る
と
考
え

る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
議
案
に

反
対
す
る
。

　

議
案
第
５
号　

賛
成
討
論

　

本
予
算
案
は
、
国
民
健
康
保
険

の
被
保
険
者
が
減
少
す
る
一
方

で
、
１
人
当
た
り
の
医
療
費
の
増

加
に
よ
る
保
険
給
付
費
の
増
加
が

み
ら
れ
る
状
況
に
あ
っ
て
も
、
県

支
出
金
に
て
財
源
が
確
保
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
安
定
し
た
国
民
健
康

保
険
の
運
営
が
な
さ
れ
る
も
の
と

判
断
で
き
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
議
案
に

賛
成
す
る
。

（
議
案
第
６
号
）

　

�

令
和
３
年
度
日
高
市
後
期
高
齢

者
医
療
特
別
会
計
予
算

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
、
そ

れ
ぞ
れ
７
億
８
千
668
万
１
千
円
と

し
た
い
と
い
う
も
の
で
す
。

�

（
賛
成
多
数
で
原
案
可
決
）

　

議
案
第
６
号　

反
対
討
論

　

埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
が
定
め
る
令
和
２
・
３
年
度

の
保
険
料
均
等
割
額
は
、
平
成
30

年
度
、
令
和
元
年
度
と
同
額
の
４

万
１
千
700
円
だ
が
、
賦
課
限
度
額

は
２
万
円
増
の
64
万
円
と
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、厚
生
労
働
省
の「
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
令
和
２
・

３
年
度
の
保
険
料
率
に
つ
い
て
」

で
は
、
埼
玉
県
の
被
保
険
者
の
平

均
保
険
料
月
額
見
込
み
は
、
全
国

平
均
を
や
や
下
回
る
も
の
の
、
全

国
で
11
番
目
で
あ
り
、
平
成
30
年

度
、
令
和
元
年
度
と
比
べ
る
と
205

円
増
額
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
高
額
の
保
険
料
は
、

年
金
支
給
額
の
実
質
的
な
削
減
に

よ
り
所
得
が
減
少
し
、
消
費
税
率

の
引
き
上
げ
や
物
価
の
上
昇
な
ど

で
負
担
が
増
す
高
齢
者
の
大
き
な

負
担
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
予
算
案
は
、
前
年
度
に
比
べ

て
一
般
会
計
か
ら
の
保
険
基
盤
安

定
繰
入
金
を
増
額
す
る
な
ど
評
価

で
き
る
点
も
あ
る
が
、
加
入
者
へ

の
大
き
な
負
担
を
そ
の
ま
ま
受
け

入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
議
案
に

反
対
す
る
。

　

議
案
第
６
号　

賛
成
討
論

　

本
予
算
案
は
、
高
齢
化
の
進
展

に
よ
り
被
保
険
者
や
医
療
費
が

年
々
増
加
し
て
い
る
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
あ
っ
て
、
広
域
連
合

が
決
定
し
た
保
険
料
を
市
が
徴
収

し
、
広
域
連
合
に
納
付
す
る
費
用

が
計
上
さ
れ
て
お
り
、
公
平
性
の

確
保
と
低
所
得
者
の
負
担
へ
の
配

慮
が
さ
れ
て
い
る
と
判
断
で
き

る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
議
案
に

賛
成
す
る
。

（
議
案
第
７
号
）

　

�

令
和
３
年
度
日
高
市
介
護
保
険

特
別
会
計
予
算

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
、
そ

れ
ぞ
れ
42
億
５
千
57
万
８
千
円
と

し
た
い
と
い
う
も
の
で
す
。

�
（
賛
成
多
数
で
原
案
可
決
）

　

議
案
第
７
号　

反
対
討
論

　

医
療
介
護
総
合
確
保
推
進
法
に

よ
り
、
年
金
収
入
だ
け
で
280
万
円

以
上
等
の
一
定
の
所
得
が
あ
る
人

の
介
護
保
険
の
利
用
料
は
、
平
成

27
年
８
月
に
二
割
負
担
へ
引
き
上

げ
ら
れ
、
地
域
包
括
ケ
ア
強
化
法

に
よ
り
、
年
金
収
入
340
万
円
以
上

の
人
の
利
用
料
は
、
平
成
30
年
８

月
に
三
割
負
担
へ
引
き
上
げ
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
の
入
所
要
件
は
、
平
成
27

年
度
か
ら
原
則
と
し
て
「
要
介
護

３
」
と
な
り
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
が

低
下
す
る
事
態
と
な
っ
て
い
る
。

　

高
齢
化
が
進
む
中
、
高
齢
者
の

健
康
維
持
は
大
切
で
あ
り
、
必
要

な
と
き
に
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
で
き
る
よ
う
制
度
設
計
を
見

直
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

本
予
算
案
は
、
基
金
を
取
り
崩

し
て
保
険
料
を
据
え
置
く
な
ど
評

価
で
き
る
点
も
あ
る
が
、
国
の
施

策
を
反
映
し
、
高
齢
者
に
大
き
な

負
担
を
か
け
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

抑
制
を
す
る
も
の
と
考
え
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
議
案
に

反
対
す
る
。

　

議
案
第
７
号　

賛
成
討
論

　

本
予
算
案
は
、
介
護
保
険
の
給

付
実
績
や
認
定
者
数
等
の
状
況
を


